
異例主考えられるものは，本社権限としている。このため，具

体的な業務の執行または規程の運用に当たり職責権限上，種々

の問題があ っ た。今回の規程近代化に当たっては，経営単位と

しての支社に経営資任遂行上必要な権限を付与するたてまえの

もとに，前述の(2)の規定方法によることとし，今後の本社権限

は，次に掲げるものに限ることとした。これ以外の権限は，原

則として，経営単位である支社の権限とすることとした。

(1) 経営の法本的計画に関する事項

(2) 全般管理に関する次に掲げる事項

7 主要組織の設廃 イ 重要人事 ウ 支社経常'目標の設

定 エ業績のiJ!lI定および評価オ内部監査カ基本的な

規程の制定キ 全社的な総合調鉄

(3) 特に中央において集中処理することを必要とし，または

適当とする事項

(4) 支社長が次に掲げる場合に指示または調整を求めた事項

ア 支村問の協議が整わない場合 イ 専決施行に属する事

項であっても重要と辺、めた場合 ウ 木社において;1:1/定した1t;

準によ り がたし、場合

(注) 従来，規粍に規定されていない事項については，すべ

て本社権限(総裁権限)であると L 、 う考え方を主 っ てきたが，今

後は，新規異例事項を除き，規定化してない事項(従米の規程

には規定してあ ったが，新しい規程には規定してない事項) は，

支社において専決施行するこ とができることとなる。

3 規程管疎の強化

分権管理を批巡するためには， その下段である規線姫1の制互

調軟および制i 持管理の強化が必嬰である 。 この l/" 従来は，規

程体系の不備とあいまって，規復員üの総合的な管理は， 必ずし

も十分なされていなかった。今1<'し新たに規程類を総合的に管

理する規程(規桜等管理規程)が;1;1/定され， L規程呼符理主'ff者1

を設慨するとともに， 基準規程に有効WJlil~ を{， I すこ とによ り I tì~ 

勢の変化に即応した有機的な運用が "1能となった。 なお，従来，

規程の改正は，その改正を要する規.êそのものによらないで，

別に規程を制定しまたは通達を発することにより行な う ものが

多く ，そのため，ますます規程がlJl:雑膨大なものになり，士見程

駕i相互聞の関係，効力等に問題があ ったが， 今後は ， t見fii~の改

正は，その規程そのものの改正によ っ てのみ行な うこ と と し，

前述の株害を除去した。
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きてんかいろ き電回路 (英 ) feeder circuit .電鉄用

変古川から'屯気機関車 ・ 電車に電力を供給するための電気問路

を総称して，き屯回路という。

1 き電万式

き電電圧は，直i/，['ll1化では 1 ， 500 ， 750 , 600V 等で， 交流電化

では商用周波 (50 または 60 サイクル)単相 25 ， 20KV で使用さ

れている。これらの電庄は，車両の運転の確保をはかるために

十分な値に維持することが必要であるが，国鉄では，その最低

限度を直流 l ， 500V の場合は 900V ， 交流 20KV の場合は， 16 

KV としており，また新幹線て'は標継 25KV，最高 30KV，巌

低 22， 5KV (短時間最低 20KV) としている。変電所の間隔・容

量および， き電回路の電線の太さ等も，これらの電圧を維持で

きるように決められている。

電鉄用変電所から車 iiJîjに電力を供給するための@路としては，

片側はトロリ一線を，片側は軌条を使用し，車両側では，これ

きてんかいろ

らからパンタグラフと車輸によって集電をする架空単線式とす

るのが普通であるが，地下鉄ではトロリ一線の代りに第 3 軌条

と集電華ftを，無軌条電車 ・モ ノレ ノレのように車輸にゴムタイ

ヤを使用するものでは，両方ともトロリ一線とする架空複線式，

または両方とも第 3 軌条とする方法もとられる。いずれの方法

でも走行する車両に大きな電力を供給する必要から，一般の配

電線路等に比べ回路の構造は特殊なものとなっている。また，こ

のように直接車両に接触する導体のほかに，供給する電流の容

量を増し電圧降下を防止するために，これと並列に接続される

供給のみを目的とした電線が設けられる。直流電化では， トロ

リ一線に電力を供給するものをき電線，軌条例1I (この場合は軌

条も含め)のものを帰線と呼ぶが，交流電化では前者を正き電

線， 後者を負き電車車と呼んでし 、る。また， トロリ一線を支持す

る方法は，直接トロリ 一線を引張る直緩ちょう(吊)架式， }]IIに

ちょう架線を張って，これに支持させるカテナリちょう架式な

どが普通であるが，最近は地下鉄道で採用されている*岡1)体ち

ょう(吊)架式という方法もある。これは， トロリ一線を剛性導

体に取り付けたものであるが，この場合の剛性導体は， き電線

の役割もあわせて行な っている。交流電化では，誘導障害を防

止するために軌条を流れる電流を制限しているが，このため，

ある間隔に吸上変圧総(ブー スタ)を設け，正き電線と負き電線

とを電磁的に結合させる負き電線ブース夕方式をとっている。

また必要によっては，途中の電圧降下を防止するために直列コ

ンデンサがそう入される場合もある。

き電方法には，大別して片送り き電と並列き電の 2 種類があ

る。片送りき電は一つの区間広単独の変電所からき電をする方

法で， ~t列き電とは一つの区間に 2 箇所以上の変電所が並列に

接続されて，き電する方法であるが，直流電化では初期のもの

を除いては並列き電力:普通となっているのに反し，交流電化

では新幹線を除いては ， 片送り き電が普通とな っ てい る 。

変電所のき電線または正き電線の各回線の引出口には，必ず

き電用しゃ断器が設けられ，作業等で，その医間を停電する必

要のあるときは，操作によって開路されるほか，その区間のき

電回路に事故が生じた際には，自動的に， 直ちに事故電流を し

ゃ断し開路されるようにな っ ている。また中間には，作業とか

事故時に停電を必要 と する灰聞を細か く切り分けられるよ う，

き電回路の適当な位位に灰分周の断路骨量が設けられている。 [釘

1庇電化てーは特に電圧降下を防止する意味から ， 変電所の中聞の

*き電l玄分所において，各き電回路をしゃ断然によって同一母

線に接続する方法もとられる 。 また， 交流電化の片送り き電の

場合には， 双方の電源を常時き電区分所で突合せをし，片方が

停電したときには，き電灰:分所を経由して停電した区間に延長

き電が行なえるようにな っ ている。普通，この突合せをしてい

るセクシ ョ ンは，車両でu<電を続けながら通過することができ

ないが，新幹線では，ここに短小区聞を設け，その区間の電源

を信号回路と連動をと っ て高速度で切り 替える こ と により，集

電を続けながら通過することができる よ うな切讐セクション方

式を とっている。

交流電化では*電力不平衡の防止のため， M相・ T相の 2 相

に分けてき電するが， 普通これは一つの変電所を中心にして，

両方面iに別々の相のき電をする方面別異相き電方式である。新

幹線では，これを上り線と下り線、に分ける上下線別異相き電に

している。

2 き 1[回路の保護

変電所の各回線の引出口や，き電区分所には，き電用しゃ断

器が設けられ，その区間で事故が生じた場合に，それを検知し
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